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令和４年　９月　１日

文部科学大臣　殿

１． 施設整備計画の名称

ひたちなか市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和元年度～令和３年度（３年間）

（担当）

ひたちなか市教育委員会学校管理課　

住所：茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

電話：029－273－0111

E-mail：gakukan@city.hitachinaka.lg.jp

ひ学施発第　１１７号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

 　　   茨城県ひたちなか市長　大谷　明　　



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　目標ごとに以下の指標で事業の成果を分析して評価する。
　・地震、津波等の災害に備えるための整備
　　学校施設の防災機能の強化を図ることができたかどうかで評価する。
　・防犯対策など安全性の確保を図る整備
　　安全を確保することができたかどうかで評価する。
　・教育環境の質的な向上を図る整備
　　統合校建設及びグラウンド整備については使用状況，太陽光発電装置設置事業は環境教育へ
の活用状況から評価する。
　・施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
　　単独校調理場（新増築）では安心な給食を提供することができたかどうかで評価する。統合校
プール及び那珂湊第三幼稚園の園舎増築ついては使用状況から評価する。
　

　施設整備計画の目標は，計画どおりに実施できた。
　中根小学校，佐野小学校，田彦小学校，勝田第一中学校，勝田第三中学校，大島中学校で実
施した単独校調理場（新増築）事業では，安全性や衛生面の向上が図られた。また，平磯・磯崎・
阿字ヶ浦地区統合校については，児童生徒及び教職員から好評を得ているほか，災害時の避難
所としての役割も果たす学校施設の防災機能の強化を図ることができた。

令和４年８月

本計画では実施しなかった。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

本計画では実施しなかった。

 学校規模の適正化を図るため，平磯・磯崎・阿字ケ浦地区に小中一貫教育とする統合校を建設
し，2021年度に開校した。校舎建設に併せて太陽光発電装置の導入事業を行い，地球温暖化対
策の推進や環境教育への活用を図ることができた。また，グラウンド整備を行い，屋外環境を様々
な体験活動の場として活用を図ることができた。

中根小学校，佐野小学校，田彦小学校，勝田第一中学校，勝田第三中学校，大島中学校の学校
給食調理場（勝田地区）の老朽化対策を行うとともに，調理場のドライシステム化を行い，衛生的で
安全・安心な学校給食を提供することができた。併せて，空調設備の設置工事を行い，学校給食に
携わる教職員の健康・安全等の確保を図ることができた。
平磯・磯崎・阿字ケ浦地区統合校について，学校水泳プール事業を実施し，学校教育活動の円滑
な実施及びスポーツの振興に寄与することができた。
　那珂湊第三幼稚園においては，受入対象年齢の拡大に伴う保育室不足に対応するために，園舎
増築を行い，教育環境の充実を図ることができた。

那珂湊第一小学校，長堀小学校，佐野中学校，田彦中学校ついては，フェンス及び門扉の改修事
業を実施した。平磯・磯崎・阿字ケ浦地区統合校についても，防犯対策のためフェンスの設置工事
を実施した。佐野小学校においては，建築基準法の規定に適合させるため，エレベーター改修工
事を実施した。これらの改修及び設置工事の実施により，安全性の確保を図ることができた。

平磯・磯崎・阿字ケ浦地区統合校の屋外トイレ，マンホールトイレ，備蓄倉庫等及び勝倉小学校，三
反田小学校，堀口小学校，長堀小学校，外野小学校，佐野中学校，大島中学校，田彦中学校の
老朽化したトイレの改修（和式便器の洋式化，床の乾式化等の整備）を実施し，災害時の避難所と
しての役割も果たす学校施設の防災機能の強化を図ることができた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

中根小学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R2.5～R3.3 R3.3.31

佐野小学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R1.7～R2.2 R2.3.31

佐野小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 R3.8～R4.2 R4.3.7

田彦小学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R3.5～R4.3 R4.3.25

田彦小学校 （５） 07 大規模改造（空調） 校 R3.5～R4.3 R4.3.25

田彦小学校 （５） 06 大規模改造（空調） R3.5～R4.3 R4.3.25

那珂湊第一小学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 R2.11～R3.3 R3.3.31

長堀小学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 R1.11～R2.3 R2.3.27

勝田第一中学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R2.4～R3.3 R3.3.31

勝田第三中学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R1.7～R2.3 R2.3.31

大島中学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ R3.5～R4.3 R4.3.23

大島中学校 （５） 07 大規模改造（空調） 校 R3.5～R4.3 R4.3.23

大島中学校 （５） 06 大規模改造（空調） R3.5～R4.3 R4.3.23

佐野中学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 R1.12～R2.2 R2.3.12

田彦中学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 R2.11～R3.3 R3.3.12

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （４） 37 太陽光発電等 R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （４） 37 太陽光発電等 R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校(Ⅰ期工事） （５） 22 単独校調理場（改築） Ｒ R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校(Ⅱ期工事） （５） 22 単独校調理場（改築） Ｒ R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校(Ⅰ期工事） （５） 29 学校水泳プール（屋外） Ｓ R1.12～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校（Ⅱ期工事） （５） 29 学校水泳プール（屋外） Ｓ R1.12～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校（Ⅰ期工事） （５） 30 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.12～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校（Ⅱ期工事） （５） 30 学校水泳プール（上屋） Ｓ R1.12～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 R2.4～R3.3 R3.3.23

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （４） 09 屋外教育環境 R2.4～R3.3 R3.3.23

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



勝倉小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.26

三反田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.31

堀口小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.31

長堀小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.26

外野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.10～R3.3 R3.3.18

佐野中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.8～R3.1 R3.3.20

大島中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.26

田彦中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R2.11～R3.3 R3.3.26

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （２） 36 防災機能強化 - R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 （２） 36 防災機能強化 - R1.8～R3.1 R3.1.20

那珂湊第三幼稚園（Ⅰ期工事） （５） 17 幼稚園（幼保こども園含） 園 Ｓ R2.10～R3.9 R3.10.8

那珂湊第三幼稚園（Ⅱ期工事） （５） 17 幼稚園（幼保こども園含） 園 Ｓ R2.10～R3.9 R3.10.8

（参考）負担金事業

田彦小学校 ― 負担金事業 校 Ｓ R1.8～R3.2 R3.3.12

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 ― 負担金事業 校 Ｒ R1.8～R3.1 R3.1.20

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校 ― 負担金事業 屋 Ｒ R1.8～R3.1 R3.1.20


